
船舶インシデント調査報告書 

平成２８年１２月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 座洲 

発生日時 平成２８年８月６日 ２２時２０分ごろ 

発生場所 静岡県静岡市吹合
ふきあい

岬南方の砂浜 

 清水灯台から真方位０６２°２９５ｍ付近 

 （概位 北緯３５°００.８′ 東経１３８°３２.０′） 

インシデントの概要  プレジャーボートA
エー

-2 は、北進中、砂浜に座洲した。 

インシデント調査の経過 平成２８年８月９日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート A-2、５トン未満（長さ６.３２ｍ） 

 ２４１－１５８４０静岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、釣りを終えて

静岡市所在のマリーナに向けて帰途についた。 

 本船は、船長が操縦席に腰を掛け、機関を回転数毎分約２,８００

にかけて吹合岬南方沖を北進中、吹合岬南方の砂浜に座洲した。 

 船長は、静岡市所在の建物の明かりを船首目標に航行していた。 

 船長は、座洲するまで陸岸に接近していることに気付かなかった。 

 本船には、レーダー及びＧＰＳプロッターはなく、船長は、目視の

みで見張りを行っていた。 

 本船の喫水は、船首及び船尾共に約１.２ｍであった。 

 船長は、ＧＰＳプロッターを装備していれば良かったと本インシデ

ント後に思った。 

分析  本船は、吹合岬南方沖を北進中、船長が建物の明かりを船首目標に

して航行していたものの、船位の確認ができなかったことから、吹合

岬南方の砂浜に接近する態勢で航行していることに気付かず、砂浜に

座洲したものと考えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、吹合岬南方沖を北進中、船長が

建物の明かりを船首目標に航行していたものの、船位の確認ができな

かったため、吹合岬南方の砂浜に接近する態勢で航行していることに

気付かず、砂浜に座洲したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 



 

 ・ＧＰＳプロッター等を装備することが望ましい。 


